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改正後 現行 備考 
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改正後 現行 備考 
 

第1章 総 則 

第1節 総 則 

1-1-1 適用 [略] 

 

1-1-2 用語の定義 

1．～49．[略] 

23．連絡 

 連絡とは、監督員と受注者若しくは現場代理人の間で、監督員が受注者に対し、又は受注者

が監督員に対し、契約書第18条に該当しない事項又は緊急で伝達すべき事項について、口頭、

ファクシミリ、電子メールなどにより互いに知らせることをいう。なお、後日書面による連絡内

容の伝達は不要とする。 

２４．～２５．[略] 

26．書面 

書面とは、手書き、印刷等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日を記載し、記

名（署名又は押印を含む）したものを有効とする。なお、緊急を要する場合は、ファクシミリ及

び電子メールにより伝達できるものとする。 

２７．～５０．[略] 

 

1-1-3～1-５１ [略] 

 

1-1-５２ 保険の付保及び事故の補償 

 1．～４． [略] 

５．掛け金収納書の提出 

受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書（発注者

用）を工事請負契約締結後原則1ヶ月以内（電子申請方式による場合にあたっては、工事請負

契約締結後原則40日以内）に、発注者に提出しなければならない。また、工事完成時、速や

かに掛金充当実績総括表を作成し、検査員に提示しなければならない。 

  

1-1-５３～1-1-５７[略] 

 

第２章～第１３章[略] 

 

 

 

第1章 総 則 

第1節 総 則 

1-1-1 適用 [略] 

 

1-1-2 用語の定義 

1．～22．[略] 

23．連絡 

 連絡とは、監督員と受注者若しくは現場代理人の間で、監督員が受注者に対し、又は受注

者が監督員に対し、契約書第18条に該当しない事項又は緊急で伝達すべき事項について、

口頭、ファクシミリ、電子メールなど署名又は押印が不要な手段により互いに知らせること

をいう。なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。 

２４．～２５．[略] 

26．書面 

書面とは、手書き、印刷等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日を記載

し、署名又は捺印したものを有効とする。なお、緊急を要する場合は、ファクシミリ及び電

子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。 

２７．～５０．[略] 

 

1-1-3～1-1-５１ [略] 

 

1-1-５２ 保険の付保及び事故の補償 

1．～４．[略] 

５．掛け金収納書の提出 

受注者は、建設業退職金共済制度に加入し、その掛金収納書（発注者用）を工事請負契約締結

後1ヶ月以内に、発注者に提出しなければならない。 

 

 

 

1-1-５３～1-1-５７[略] 

 

第２章～第１３章[略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

押印等の見直しに伴う 

 

 

 

 

 

 

押印等の見直しに伴う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設業退職金共済制度に

おける電子申請方式の導

入等に伴う 

検査時における取扱いに

ついて追記 

 

 

 

 


